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Ⅱ 東日本大震災津波からの復興と防災における 
男女共同参画の推進 

１ 東日本大震災津波からの復興における男女共同参画の推進 

≪目指す姿≫ 

 東日本大震災津波からの復興に関する政策・方針決定過程に男女がバランスよく参画し、復興

の各過程において女性をはじめとする多様な住民の意見を反映した取組が進められています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 東日本大震災津波発災以降、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の

創造」を目指し、県民をはじめ地域社会のあらゆる構成主体と連携しながら、 復興の取組を

進めています。 

○ 被災者支援を行っている支援員・生活相談員の大半が女性であり、また、水産加工業では多

くの女性が就労していることなど、暮らしやなりわいの復興において、女性が非常に大きな役

割を果たしています。 

○ 復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画の拡大を図り、男性・女性それぞれの意見

を反映させる必要があります。 

○ 復興を進めていく上では、住民一人ひとりが復興の主役となって、復興まちづくりや地域コ

ミュニティの再生、地域の産業の再建などに取り組んでいくことが重要であり、地域住民と行

政、更には地域の関係者等が相互に意見交換を行う場を積極的に設けながら、特に次代を担う

若者や女性をはじめとした地域住民が復興に参画し、活躍できる地域づくりを推進していく必

要があります。 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

○ 岩手県東日本大震災津波復興委員会において、女性の参画の推進を図ります。 

○ 市町村に対し、復興に関する方針決定過程への女性の参画を進めるよう働きかけます。 

 

(2) 若者や女性をはじめとした多様な主体の参画による復興の推進 

○ 復興に関し、住民等との意見交換会等を行う際は、女性をはじめとする多様な住民の意見を

反映させることができるよう、参加者がそれぞれの視点に立った具体的な提案を出しやすい環

境を整備します。 

○ 被災地における支援者や復興に従事する職員に対して、復興に係る意思決定の場への女性の

参画を促進することや、女性に対する暴力等の被害者を発見した時の対応等を含め、被災者や

支援者等の双方が適切な対応を行うことができるよう、男女共同参画の視点からの対応につい

ての理解を促進するための研修等を行います。 

 

(3) 男女別統計情報の活用 

○ 復興に係る被災地の住民の意識調査等においては、男女別、世代別等のデータやニーズが把

握できるよう、調査方法や集計方法を工夫するとともに、その結果を復興施策へ反映します。 
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≪主要指標≫ 

指 標 単位 
現状値 年度目標値 計画目標値 

Ｒ元 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

①        

②        

③        

 

≪参考指標≫ 

指 標 単位 現状値（Ｒ元） 

①   

②   

 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

 

県民の皆さん ・ 復興まちづくり等復興に関する取組への積極的な参画 

市町村 ・ 復興まちづくりにおける女性の参画拡大 

・ 被災地における支援者や復興に従事する職員に対する男女共同参画の視点から

の対応についての理解を促進するための研修の実施 
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Ⅱ 東日本大震災津波からの復興と防災における 
男女共同参画の推進 

２ 防災における男女共同参画の推進 

≪目指す姿≫ 

 平常時から、防災に関する政策・方針決定過程に男女がバランスよく参画し、災害から受ける

影響の男女の違い等に十分配慮した防災対策が行われています。また、防災・災害の現場におい

て女性が活躍し、地域防災力が向上しています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著になって現れるため、平常時からの男女

共同参画社会の実現が、防災と災害からの復旧・復興を円滑に進める基盤となります。 

○ 東日本大震災津波においては、避難誘導、救助・救援、医療及び消火活動、ライフラインの

復旧、避難所の運営、要配慮者の支援等、災害発生時から応急仮設住宅への入居までのあらゆ

る場面において多くの女性が活躍しました。 

○ 一方で、特定の活動（例えば避難所における食事作りやがれき処理等）が特定の性に偏るこ

とや、避難生活において「女性用品や乳幼児用品が入手できない」、「男女別の更衣室や物干し

場がなく尊厳が確保できない」、「街灯がなく暗い屋外のトイレで女性や子供の安全が確保でき

ない」といった、男女共同参画の視点が欠けていたことによる様々な困難があったことが報告

されました。 

○ 災害時における女性防火クラブ等の活動にみられるように災害対応における女性の役割が

大きいことから、女性の防災に関する政策・方針決定過程への参画や、リーダーとしての活躍

を推進する必要があります。 

○ 地域防災力の向上を図るためには、女性が防災に関する政策・方針決定過程へ参画すること

により、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立し、地域における生活者の多様な視

点を反映した防災対策を実施する必要があります。 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

○ 岩手県防災会議について、女性委員の拡大を図ります。 

○ 県内の市町村防災会議について、他県の最近の動向や女性を積極的に登用している市町村の

事例について情報提供を行う等により、女性が委員として参画するよう、市町村に対して働き

かけます。 

 

(2) 災害から受ける影響の男女の違い等に配慮した防災対策の実施 

○ 地域防災計画や他の防災に関する計画に、男女共同参画の視点を反映させます。 

○ 防災訓練を実施する際には、男女が共に参画できるようにし、特定の活動（例えば、炊き出

し訓練等）が片方の性に偏るなど、性別や年齢等により役割を固定化することがないように市

町村に対して働きかけます。 
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○ 避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等、男女双方の

視点等に配慮した運営がなされるよう、「市町村避難所運営マニュアル作成モデル」を活用し、

市町村に対して働きかけます。 

 

(3) 防災・災害の現場における女性の参画拡大 

○ 女性のいない消防団及び消防本部がゼロとなるよう、女性消防団員及び女性消防吏員の増員

を促進します。また、女性消防団員が十分に能力を発揮できる機能別分団の導入等の環境整備

を促進します。 

○ 自主防災組織における女性の参画を促進するとともに、自主防災組織リーダー研修会への女

性の参加を市町村に対して働きかけます。 

 

≪主要指標≫ 

指 標 単位 
現状値 年度目標値 計画目標値 

Ｒ元 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

①        

②        

③        

 

≪参考指標≫ 

指 標 単位 現状値（Ｒ元） 

①   

②   

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さん ・ 防災訓練等防災に関する取組への積極的な参画 

市町村 ・ 防災会議への積極的な女性登用 

・ 男女共同参画の視点に配慮した避難所運営マニュアルの策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


